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近畿大学法学投稿規程

第1条 近畿大学法学は,近 畿大学法学部および法学研究科における研究

または教育の成果を発表する研究紀要である。

第2条 近畿大学法学は年4回 発行する。ただ し,特 別の事情がある場合

は,こ の限 りでない。

第3条 投稿原稿は,未 発表のものに限る。ただ し,口 頭発表の原稿は,

この限 りでない。

第4条 投稿原稿の種別は,論 説,研 究ノー ト,判 例研究 ・事例研究,翻

訳,書 評,資 料およびその他図書委員会が適当と認めたものとす

る。

第5条 投稿原稿の掲載の可否は,図 書委員会が決定する。

第6条 近畿大学法学に投稿できる者は,以 下の各号に掲げる者とする。

1本 学法学部または本学大学院法学研究科の授業を担当する教員。

2本 学大学院法学研究科博士後期課程に在籍する者。ただ し,指 導教

員の推薦および全体会議の承認を必要とする。

3図 書委員会が妥当であると判断 し,全 体会議で承認された者。

第7条 近畿大学法学に掲載される原稿の著作権は,著 作者に帰属する。

ただ し,著 作者は,当 該原稿に係る複製権,公 衆送信権および譲

渡権の許諾を近畿大学法学会に与えるものとする。また,著 作者

は,近 畿大学法学会が当該原稿の電子化 ・公開を委託する機関に

対 して,公 衆送信権および複製権の許諾を与えるものとする。

第8条 近畿大学法学の編集は,図 書委員会が担当する。編集に関わる事

項については,上 記投稿規定を踏まえ,図 書委員会が別に定める。

附則 本規程は,2013年4月1日 か ら施行する。

投稿 ・編集に関する問い合わせ先:editor@jus.kindai.ac.jp(図 書委員

会編集担当者宛て)
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